
第２回 新しい農村政策の在り方に関する検討会 

  日 時：令和２年６月 30 日（火）10:00～12:00 

  場 所：農林水産省第２特別会議室 

 会 議 次 第 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）第 1 回検討会における主な御意見について

（２）地域づくり人材の育成について

３ 閉 会 

【配布資料】 

資料１ 第 1 回検討会における主な御意見（農林水産省） 

資料２ 人材育成の仕組みの方向性（案）（農林水産省） 

（参考資料：協同農業普及事業について（農林水産省）） 

資料３ 山形県における人材育成の取組について 

（山形県置賜総合支庁産業経済部農村計画課長 髙橋氏） 

資料４ 地域作り人材育成-ともに育つ仕組みの方向性-（平井委員） 

資料５－１ 「人材育成」について（前神委員） 

資料５－２ 地域活性化センターのめざすこと（前神委員） 

1



2



第１回検討会の主な御意見

農村振興局

令和２年６月30日

1

資料１
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No. 主な御意見

【農村の実態・要望を把握し、課題解決につなげていく仕組みの構築】

１ ○前例のない高齢化社会が進行する日本では、将来の農村がどのような姿になっているかを想像することは、非常に難しく、若い世代が想像す
るしかない（若菜委員）。

２ ○地域に入っていく際には、ある程度の課題感を持った上で入ることが重要（若菜委員）。

３ ○課題解決型の視点も大事だが、一方で純粋に「楽しいから、やる」「やりたいから、やる」という価値創造型で地域の活動を行っている人がいて、
その活動が結果的に地域の課題を解決しているという実情にも着目することが大事（谷中委員）。

４ ○補助金による農村支援が有効なこともあるとは思うが、持続可能な形とは言い難い。農村で課題解決をする動きに対し、農水省が認めたり応
援したりすることで、地域の原動力になるという切り口を模索することには価値がある（谷中委員）。

５ ○行政の発信が、地域づくりの指標となるため、誰でも簡単にアクセス、活用できるオープンデータの整備が進んでもよいのではないか（前神委員）。

６ ○地域づくりや人材育成をする際に大事なことは、「地域のためにやらされる」のではなく「自分のやりたいことが地域の役にも立つ」という考え方
をもつこと（前神委員）。

７ ○福祉との連携、生活困窮者支援等は農村と関連が深いので、厚生労働省をオブザーバーに入れられないか（前神委員）。
→第２回検討会より厚生労働省社会・援護局地域福祉課にオブザーバーとして参画いただき、連携して検討。

８ ○要望把握、課題解決、集落診断は古い概念ではないか。解決策より理想をともに作っていくことが重要（平井委員）。

９ ○人材育成は重要。人員配置や、業務見直し等による負担軽減も含め、抜本的な見直しが必要。また、普及員は技術指導にシフトしているが、
話を聞いて共に創り出す場作りが必要（平井委員）。

１０ ○20 年くらい前から集落診断が行われてきたが、次の世代の人達に向けては、どのような場を作っていくのがよいのか検討会の中で考えてみる
ことも重要（図司委員）。

１１ ○地域では、職員減少だけでなく、業務の増加により現場に出られなくなっていると聞く（嶋田委員）。

１２ ○主体形成に全く異論は無いが、皆が「この先未来がない」という物語の中で動いているので、地域の方々と都市の人間とが一緒になって違う物
語を描くような場を作ることが大切（嶋田委員）。

１３ ○人に地域へ戻ってもらうために地域コーディネーターがすべきことは、農村の良さをわかりやすく伝える、いわゆる“翻訳”だと考える（指出委員）。

１４ ○集落支援員や地域おこし協力隊員は、経験豊富な自治体やJA 職員と連携して育成するとよい（川井委員）。

１５ ○課題解決より主体形成、社会階層の変化、「補助金」から「補助人」への転換等、地域づくりが新たな局面に入っていることを基礎的な事実認
識とするべき（小田切座長）。

１６ ○社会教育や学校教育を含め、縦横無尽な人材育成について議論を深める必要がある（小田切座長）。

１７ ○地方自治体の農政の弱体化に対して、国として何ができるのか、中央集権的でない役割の検討が必要（小田切座長）。 24



No. 主な御意見

【多様な農業経営の推進等を通じた所得と雇用機会の確保、多様なライフスタイルの実現】

１８ ○多様なライフスタイルの検討において、農村や都市といった土地の選択ではなく、何をしたいかという職業を選択する社会にしていく必要（若菜委員）。

１９ ○地域への関わりも想いもない定住人口が半分くらいいる現実を見た時に、多様なライフスタイルという手段を使って地域に何ができるかが重要。
例えば、自らの分身としてのロボットで農村に関わることもあり得る。時代の変化に伴ってテクノロジーという手段を使えば、今後の農村は非常
に面白くなる（谷中委員）。

２０ ○複合経営は従来の作目だけでなく、生業の複合についてモデル化を進めていくことが必要（平井委員）。

２１ ○ディスタンシングの圧力のある中で新しい乗り越え方を考えていく機会になればよい（平井委員）。

２２ ○近年、地方自治体職員の数の減少だけでなく質も問われてきている。例えば、地域おこし協力隊等の政策はオーダーメイド型であり、人材活
用の善し悪しの差が地方自治体職員の現場力に左右される。施策が大きく変わってきている中での人材育成が大きな論点となる（図司委員）。

２３ ○関係人口の意識調査の結果を読み解くと、農村に関心がある人の動きは、自分の趣味や地域の環境を楽しむ活動にも含まれているのではな
いか。農業を労働と趣味の間で捉える人が増えている。新規就農ルートが労働や仕事ベースで入る傾向があるが、意識調査等から現場の動
きを把握していくことも、今後検討会の中で知恵を寄せ合うと良い（図司委員）。
→農村に関心や関わりがある人の動きをより詳細に把握できるよう、意識調査等の方法の改善を行うよう、国土交通省と調整。

２４ ○「稼げる農業」をしたい人と「儲かる農業」をしたい人は違う。「儲かる農業」の場合には儲けたい気持ちが先に来るので、地域の人が待ってい
るタイプの人じゃない可能性もある（指出委員）。

２５ ○全国を回っていて、中山間地域の人の興味を惹くのは「地域循環共生圏」というキーワード。そのための生業として農業が面白いと思う人を増
やすことには可能性がある（指出委員）。

２６ ○新しい人が来ることや、地域の雇用が生まれることで、農地や農業も守られる。持続的な経営のための政策について考えるべき（川井委員）。

２７ ○複合経営、生業、多角化、ライフスタイルに係る議論を（産業政策と地域政策の両輪をつなぐ）「車軸」として、深掘りする必要がある（小田切座長）。

【生活インフラの確保等】

２８ ○小さいほ場の遊休農地化、山際農地の獣害被害の発生、機構関連の地元負担が無いほ場整備は条件が厳しくなかなか進まない、農業後継者不在の農家が
多い、人・農地プランに記載の担い手の高齢化、新規就農者の住環境がない、新規就農者の初期投資が不足等の中山間地域としての課題がある（羽田委員）。

２９ ○農村で暮らし続けるためには、規模の経済的な発想から出る「農村は低密度で非効率だから切り捨てた方がよい」という議論に対抗する必要（嶋田委員）。

３０ ○「農村の低密度」の意義だけでなく、「対面」のメリットについて併せて考えることが必要。例えば、道路運送法の規制が地域で大きな壁になっ
ているが、不特定多数を相手にする都市部と違い、誰もが顔見知りの農村では、法的規制が異なってもよいのではないか（嶋田委員）。

【その他】

３１ ○農水省を中心とした政策調整について、特区系制度や地方分権改革制度との棲み分けを整理することが必要（嶋田委員）。

３２ ○新型コロナウイルス等によっても農村地帯のライフスタイル等が変わりつつ厳しい影響を受けている。時代のスピード感がありすぎて想像がつ
かない中で、農村地域のこともスピード感を持って議論を深める必要（川井委員）。

３３ ○中山間地域など、様々な農村があるので、どういう農村について話している、ということを具体化して議論できればと考える（川井委員）。 35



人材育成の仕組みの方向性

農村振興局

令和２年６月30日

資料２
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１ 検討事項（第１回検討会）

１9







地方農政局や各県拠点の職員が集落の実態・要望を把握し、課題解決に向けてフォローする仕組み（案）

（関係府省等が連携した課題解決の仕組みのイメージ）

※関係府省だけでなく、都道府県や市町村、民間事業者など、地域の振興に係る関係者と連携
４（第１回検討会資料より）12



２ 人材育成の必要性

５13







地域担当職員制度

○ 地域担当職員制度とは、地方自治体職員を各地域の担当者として配属し、住民とともに地域
課題の解決を図る制度で、３割の自治体が実施している。

○ 「地域づくりへの助言や後方支援」、「住民ニーズの把握」、「地域計画の作成支援」など、地域
課題の把握・解決に向けた取組をサポートしている地域担当職員も多い。

【（１）地域担当職員制度の実施状況】 【（２）地域担当職員の活動内容（複数回答）】

（出典）（一財）地方自治研究機構「地域担当職員制度に関する調査研究」（2017年3月） 816



地域担当職員制度の課題
○ 地域担当職員制度の課題として、
Ø職員の負担増により、本来業務に支障が出ている
Ø地域担当職員への依存により、地域の自立に支障が出ている
Ø地域の取組意欲に格差がある
などが挙げられる。

【（３）地域担当職員制度の課題（複数回答）】

（出典）（一財）地方自治研究機構「地域担当職員制度に関する調査研究」（2017年3月） 917









集落支援員として活動する中での苦労や問題、課題
○ 集落支援員として活動する中での苦労や問題、課題として、

Ø何から手を付ければいいかが分からない
Ø地域住民の自主的活動を促すことができない
といった趣旨のものが上位を占めている。

13

【集落支援員として活動する中での苦労や問題、課題（複数回答）】

N=1,080

2016年4月）21







３ 育成すべき人材像（案）

1624





令 和 ２ 年 ６ 月

協同農業普及事業について

生産局 技術普及課

参考資料

26







先進的な農業者、農業法人、民間の農業教育機関、試験研究機関等と連携し、
スマート農業技術を授業で取り扱う等、研修教育の内容を充実強化や、そのた
めの施設・設備等の整備を推進。
また、社会人を含む幅広い世代の就農を促進するため、社会人等に研修の機

会を提供。

新たな運営指針（案）のポイント

１ 担い手の育成・確保
効率的かつ安定的な農業経営、新規就農者、法人経営、地域農業を牽引する経

営体等の育成・確保及び女性活躍や多様な人材の活用を推進。
２ スマート農業等による生産・流通現場の技術革新・生産基盤の強化
スマート農業の実践、次世代型農業支援サービスの活用、国内外の需要に応え

る生産体制の構築、ＧＡＰの導入等による生産・流通現場の技術革新や生産工程
の効率化等生産基盤の強化を推進。
３ 気候変動への対応等環境対策の推進
有機農業等の環境保全型農業、総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）、土づくり、

温暖化等気候変動に対応した生産安定技術の普及等の取組を推進。
４ 食料の安定供給の確保
食品の安全確保等を通じた食料の安定供給、輸出拡大等を含む国内外の需要に対

応した産地戦略に基づく供給力の強化、産地間連携等の取組を推進。
５ 農村の振興
複合経営等の多様な農業経営、地域資源の発掘と他分野との連携及び６次産業化、

地域農業振興に関する合意形成支援、中山間地域等の振興、鳥獣被害対策に向けた
取組を推進。
６ 東日本大震災からの復旧・復興と大規模自然災害等への対応
東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組、自然災害や感染症のまん延に対

する備えを強化する取組及び地震や豪雨等の大規模自然災害からの復旧・復興に
向けた取組を推進。

普及事業が取り組む基本的課題

現場の課題や新たな基本計画に位置づけられた施策の方向性を踏まえ、新たな運営指針において、普及事業が取り組む課題及
び重点的に取り組む事項、効果的・効率的な普及指導活動のための取組等について位置づけ。

１ 担い手の育成・確保に向けた新規就農者等への支援の充実・強化
農業の内外からの青年層を含む幅広い世代の就農・定着、円滑な生産基盤の継

承、新規就農者の受け皿となる農業経営の法人化の推進等。
２ 地域における新技術導入支援及び新技術体系の確立
スマート農業に関する農業者等からの相談体制を整えるとともに、ロボット・Ａ
Ｉ・ＩｏＴ等の先端技術を組み入れた新たな技術体系の確立及び定着を図る。
３ 次世代型農業支援サービスの活用促進を通じた農業経営支援
作業工程の整理や経営分析等により、ドローン等の先端技術を使った作業代行や
シェアリング・リース等の次世代型農業支援サービスを活用した経営発展を支援。
４ 農村における多様な人材・機関との連携
行政機関や地域運営組織、農業協同組合、教育機関、他産業の関係者も含む多

様な人材・機関を巻き込むコーディネート機能を発揮し、農村の課題解決を図る。

課題のうち重点的に取り組む事項

１ 農業者に対する支援の充実・強化
農業者に接して行う普及指導活動に要する時間の十分な確保、関連する施策

を含めた情報提供、ＩＣＴを積極的に活用した普及指導活動を推進。
２ 公的機関が担うべき分野における取組の強化
地域の合意形成、新規就農者の育成・確保、地球温暖化・自然災害への対応

等、現場の実情を踏まえて強化。
３ 先進的な農業者等とのパートナーシップの構築
新規就農者の育成・確保をはじめとし、地域農業・農村を振興するための取

組への参画を求めること等、先進的な農業者等に対し、パートナーシップ構築
のため積極的に働きかけ。
４ 試験研究機関・民間企業等との連携強化
試験研究機関と連携し、より実用性の高い技術が開発されるための役割を果

たすとともに、得られた成果の活用により地域の課題解決を図る。また、民間
企業等と役割分担し、連携強化。

効果的・効率的な普及指導活動の実施

人材育成計画を策定し、計画的かつ継続的な資質向上を図る。また、普及指
導活動経験の少ない普及指導員等の能力向上を図るための体制整備。

普及指導員の資質の向上

普及指導員の活動拠点として、またスマート農業をはじめとした技術及び経
営に関する情報発信・相談窓口として機能するよう体制整備。

普及指導センター等の運営

研修教育の充実強化

農業者からのニーズや地域課題へ効果的に対応できるよう、都道府県は十分
な人員を配置。また、高度な専門性や経験等を有する者を農業革新支援専門員
として、主要な農政分野・技術分野ごとに配置。

普及指導員の配置

３29









 
 
 
 
 

 

山形県における人材育成の取組について 

 

 

 

 

山形県置賜総合支庁産業経済部農村計画課 

髙橋 信博 

資料３ 
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●活動成果と土地改良区や行政の支援（組み立て）

①ワークショップの開催

②計画から実行への移行

③逃げられない仕掛けづくり

④対外的評価を得ること

⑤付加材料をつくる活動

⑥付加価値米としての販売

⑦課題の解決に向けて

そのたび活動を内外に予告し、結果についても報告することに慣れてもらった。関

係機関へのプレスリリースはもちろんのこと、行政機関や団体が実施するコンクール

へは、積極的に参加し、自分たちの活動がどう評価されるのか、どのような位置にい

るのかを確認する機会を提供してきた。

ここ椹平の良い部分を、作物への付加価値として使えないかを話し合っていく。労

働力の問題から、あきらめていた杭掛けによる米の自然乾燥や、棚田周辺の環境整備

に非農家の労働力を借りられないか検討、棚田保全隊員を募集した。隊員の協力によ

り、見事な風景が蘇り、この環境で造られる米に値打ちが付いた。

まじめに作った棚田米を委員会として販売することにした。今年度産米のうち、全

面積の約３割程度が企業や商工会青年部からの契約栽培米となった。個人農家の増収

はもちろんのこと、付加価値分の一部を会で積み立て、労働力対価チケットの運営費

用や、農業用施設の維持管理費への補填として活用されることになったのだ。

全てのきっかけとなるワークショップを開催する（したくなる）ための誘導や、実

践組織の立上げまでの支援。ならびに、開催時のプログラム作成、進行などのアドバ

イスや技術的な支援。また、それらを材料として、地域の振興計画にまとめ上げ、実

行時期や役割分担について、地域住民や行政機関の合意形成を図る手段を支援。

改良区、町、県が打合せながら、計画を実行に移していく地域での活動へのきっか

けを仕組んできた。必要となれば、活動への費用を支援する事業についても、既存の

事業を活用したり、新たに創設して対応してきた。

ここまで活動が進んでくると、ことのはじまりとなっていた、地区が抱えていた課

題が自然に解決へと動き始める。米価◎、労働力◎、共働による耕作放棄地対策◎、

地元住民の関心と協力◎、維持管理費の負担対策◎、あとは、稲作に関心を寄せな

かった若手の後継者を確保することが課題だ。対外的評価を得、向かうべき目標が形

となり始めたいま、もう一押しという段階にたどり着いたという感触だ。

関係者の枠を超えた地域住民と行政職員、そして全県にエリアを拡大した参加者を

前に、自分たちがつくった「活動計画」を自らが発表する、棚田シンポジウムを開催

した。様々な機関を巻き込んで、全県規模を対象として調整してきた。言うなれば

「決意表明の会」という位置付けだ。
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●大事なこと（展開）

①継続という努力

②活動に広がりをつける

●事業の狙うところ（目的）

①発展の階段

②事業支援の重点イメージ

強い

弱い

③共働支援の持つ意味

・多様な部や課が共に考え、共に動き、共にノウハウを提供する仕掛けづくり
・地域、市町村、県が共有の目的を持ち「互いに補う関係づくり」

報告：山形県地域づくりプランナー 髙橋信博

理解 創造 継続

事業支援の強さ

動機 関心 参加 発見

第１段 自らが地域に関心を持つこと（関心）

第２段 自らが参加したくなること（参加）

第４段 自らが理解すること（理解）

第５段 地域を創造すること（創造）

第３段 自ら地域を発見すること（発見）

今回実践してきた棚田エリアでの活動は、あくまでもモデル的な実験であったが、

現在地域全体の農業に影響を与えはじめている。この流れを逃がさないで、持続した

集落営農を目的とした組織の立上げや、地域ぐるみの集落環境保全活動、そしてそれ

ぞれが持っているノウハウを出し合い、互いに補える関係づくりに発展させていく必

要がある。その基盤は完成しつつあると考えている。

きっかけから計画に、計画から実践に、実践から成果へ、その場面ごとに行政が支

援してきたからやってこれた部分がある。今後は、独り立ちして継続していける体制

を地域で整備していかなければならない場面が来た。その努力をしなければ、継続は

あり得ない。そのためには、行政が突き放したり、一気に引き揚げるのではなく、い

つでも相談役という立場に変わっていくことが必要だと考えている。
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「農山漁村地域づくりプランナー」認定登録制度 

 

１ 趣旨 

山形県農業農村整備関係職員研修実施要領に基づき、業務遂行能力の向上を図るた

めに実施する組織研修として、「農山漁村地域づくりプランナー」の認定登録制度を定

めることにより、地域での話合いや合意形成のためのワークショップ技術を有した職

員の育成を図り、農業・農村を持続的に発展させる生産基盤の強化と、農業生産が支

える美しく活力ある農村づくりを推進する。 

 

２ 農山漁村地域づくりプランナーの定義 

県が定めた研修制度を修了することで、地域での話し合い・合意形成のため自らの

技術でワークショッププログラムを企画運営する能力を身につけた県職員とする。 

 

３ 認定要件 

以下の研修を基準回数以上、受講又は実践することを認定要件とする。 

 

区 分 内 容 対象とする研修 基準 

１）基礎研修 
ＷＳの基礎知識と演習研修の

受講 

職場研修等で農山漁村地域づくりプランナ

ー等が行うもの 
１回 

２）現場研修 
地域で開催されるＷＳへの参

加・体験 
現場で行われる様々なＷＳ １回 

３）企画研修 
ＷＳの企画研修の受講 

［具体のプログラム作成等］ 

具体的にプログラムの作成が可能となる研修 

※ 
１回 

４）実践研修 
自らＷＳのプログラムを作成し、

ＷＳを実践 

農山漁村地域づくりプランナーのサポートを

受けながら自らファシリテーター行ったＷＳ 
３回 

※元気な地域づくり支援プロジェクト事業など 

 

４ 認定登録方法 

（１）所属長は、毎年度末までに上記の４つの研修を修了した職員に対し、農山漁村地域

づくりプランナー認定審査資料及びワークショップの報告書を提出させ、様式１に

より農林水産部農村計画課長に認定申請するものとする。 

（２）農林水産部農村計画課長は、認定申請の内容を審査し、認定証を様式２により交付

するものとする。 

 

５ 農山漁村地域づくりプランナー育成名簿の更新 

 別添「農山漁村地域づくりプランナー育成名簿」は、毎年度末に農林水産部農村計

画課事業調整担当にて更新する。 
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様式１ 

○ ○ 第     号 

○○  年  月  日 

 

農林水産部農村計画課長 殿 

 

（ 所属長 ）   

 

 

農山漁村地域づくりプランナー認定申請書 

 

 

農山漁村地域づくりプランナー認定登録制度に基づき、下記職員について全研修課程を

修了したので、認定審査資料及び報告書を添えて農山漁村地域づくりプランナーの認定を

申請します。 

 

記 

 

職 名 職員名 
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農山漁村地域づくりプランナー認定審査資料 

 

報告月日  

職員名  職 名  

 

区 分 研修の実績 実施年度 

基礎研修   

現場研修   

企画研修   

実践研修 

 

[別途、ＷＳ報

告書提出] 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

サポートを行った農山漁村地域づくりプランナーの所見 

 

農林水産部農村計画課長の所見 

 

 

認定の可否  審査年月日： 
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地域の括り検討作業（診断書）

step２ 集落カルテ（構成する集落単位に暮らしの成り立ちを診断）

No 人材 社会 環境 物資 文情 経配 No 人材 社会 環境 物資 文情 経配

1 ● ● ● ○ ● ● 4 ○ ◎ ● ○ ○ ○

No 人材 社会 環境 物資 文情 経配 No 人材 社会 環境 物資 文情 経配

2 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No 人材 社会 環境 物資 文情 経配 No 人材 社会 環境 物資 文情 経配

3 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①人材：地域を構成するための人が存在する ②社会：社会集団に属しコミュニティが存在する ③環境：衛生・安全・利便・快適環境が存在する
④物資：物・エネルギーが供給可能である ⑤文情：文化や情報があり必要なら取り込める環境である ⑥経済：交換・再配分・互酬のシステムが存在する

【表示方法について】 今後とも問題ない◎ 弱まりつつある○ 失った or 失いつつある●

特記事項
・結による農作業が残る地域
・観音堂、和紙、農家民宿が存在
・のどかな風景を守る郷

特記事項

集落名 集落名

深山

特記事項
・旧村の中心地で住環境も良好
・道路鉄道などの便も良い
・比較的平坦で農産業振興地域

特記事項

集落名 集落名

鮎貝

特記事項
・集落としての機能が極端に低下
・自然景観良好で鮎貝地区の用水源
・中山間直接支払いも断念

特記事項
・少子高齢化が急速に進行
・獣害が拡大し農家の意欲が低下
・地域の連携が強い地区

高岡

地域名：深 山

集落名 集落名

黒鴨
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注：64～74ページは机上配布資料となっております。







































2020.6.30＠農林水産省
第２回新しい農村政策の在り方に関する検討会

「人材育成」について

一般財団法人地域活性化センター

人材育成プロデューサー 前神 有里

資料５－１
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さまざまな分野で「人材育成」が大事だと言われ、研修が行われたり、教材が
つくられたり、手法の開発に関する研究がされています。
地域には様々な人が暮らしており、まちの未来をみんなで考える動きも生まれ
ています。
ワークショップを取り入れたり、地域づくりのプランナーが育っていたり、専
門分野を持たない人も何か自分にできることを模索していたり、学生が地域の
潤滑油になっていたり、移住者やその地域に関わりを持つ関係人口となる人か
ら新しい風が吹いたりしています。
また、分野横断のつながりの重要性も理解されてきました。
これからの地域づくりに大事なのは、関わる人が創発とイノベーションを起こ
していくことではないでしょうか。

私は、人材育成の場においてに大事なことを次のように考えています。
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地域には多様な人たちが活動していることを理解する
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〇〇〇
〇 〇
〇〇〇〇〇

〇 〇
〇〇

〇〇
〇 〇
〇〇

〇〇
〇
〇

〇 〇
〇〇

〇 〇
〇〇

〇〇
〇

〇
〇〇

〇〇〇
〇 〇
〇〇〇

〇〇

〇
〇

〇
〇

がんばっている人

固定されないメンバー

新しい人
知らなかった人

地域外の人・活動

グループ・団体

ゆるやかで多様なネットワーク

多様なつながり

他の活動

似ていることしている人
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ネットワークの効用

ネットワークはつくるものではなく、自ら考え動こうとする人が
つながっていくことで自生し、アメーバーのように自在に変形す
る。
立場によるアプローチの仕方の違い、経験や力量の差も役に立つ。

相乗効果や一石Ｎ鳥が生まれるネットワークになる。

ネットワークには人を育てる力がある。
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ゆるやかなつながり（weak ties）が大事

地域のことを地域の人は意外と知らない、つながっていない。
自分とは違う世界・経験・情報・価値観とのゆるやかな出会い
⇒自分の可能性の発見

翻訳できる人がいるとつながりやすい
相談できる・報告したいと思う誰かがいることで頑張れる
関係が近すぎない方がいいこともある
立場を固定しないで、場面によって入れ替わる
３つのＤ（でも、だって、どうせ、、、、）は希望を生まない
タタカワナイ、キソワナイ、キョウセイシナイ
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課題解決思考から価値創造型思考へ

課題解決思考は問題を切り出し細分化してしまう
本来つながっていることを解体して別物にしてしまう
課題は人によって感じ方が違う。見つけた課題の解決を急ぐと表面
的に進めてしまいがち。いろんなことが許され包摂できる寛容さの
あるゆるさ、まだ無いもの、言葉になっていないふわっとしたもの
を探索的にみんなで考え形にしていく可能性。本質的なことを確か
め、それに向き合う勇気がわいてくるゆるくてふわっとした時間が
必要。
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あいだをつなぐ人 ⇒ インターミディエーター
（多様な網の目） コーディネーターでもない

ファシリテーターでもない
異なる立場の人々を組み合わせる人材

学生 新しい価値創造に必要な媒介者
行政職員
働きに来る人
共感で訪れる人 × そこにくらす人たち（当事者）

帰ってくる人、、、
新しい関係でつながっていく人
（外部人材）
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多様な関係性の網の中に立ちあいだをつなぐインターミディエーター
の役割が必要

多分野連携や横断的取り組みは、他分野への関心がのりしろをつくる。
人間は多様な関係の中で生きており、それを特定の分野だけで捉える
と包括的な対応にならない
専門的な視点だけだと視野が狭くなりやすいので、分野を超えて交ざ
り合う工夫を
異質×異質が新しい価値を生む
多方向での関係づくり、開かれた対話の場、エンパシーが必要。
一緒に物語りを共有するコミュニティ
タテ・ヨコ・ナナメ・アイダをつなぐインターミディエーターは組織
の中でも重要

※参照 地域活性化センター未来構想と3つの物語り
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誰にでも開かれている「場」が人を育てる

自分のタイミングで参加できるゆるやかさ
参加しやすくなる工夫と配慮を

危機感では人は動かない（不安でかたまります）
既成概念やこれまでの常識で判断しないこと
研修と小さな実践をセットにする

新鮮な気持ちで見る・変化を感じ取ることで未来を描いていく
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資料５－２
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